




















症の症状改善が見られなかったため、より体熱を下げられる冷風が届く位逍に移動させ、腋
下等を氷嚢で冷却するなどした。しかしそれでも症状の改善が見られなかったこと から救
急搬送すべきと判断し、119番通報をして救急車を呼び、病院まで搬送した。同院において
A君は熱中症と診断され、点滴等の医療的処趾を受けて改善し、その後、親とともに自宅に
戻った。

(2)問題点
近時は、夏期に限らず初夏から晩秋まで猛烈な暑さが見られ、一般人が並通の生活を送る

だけでも熱中症の発症の危険性があり、ましてや口中に炎犬下のグラウンドで練習や試合
等を実施する垢合には、学生が熱中症になる可能性は非常に大きいといえる。

A君が熱中症と思われる体調不良を訴えた際、熱中症について現場でもっとも詳しい■
· ーチが直ちに状態を把握し、自ら必要な処慨をすべきであったが、この時点では�
ーチは他の業務を行い、不囲れなインストラクタ ー に任せることになった。しかし、熱中症
は処慨が遅れることによって里篤化する可能性もある疾忌であり、迅速且つ的確な対応を
行う必要があった。A君の状能にもよるが、すぐに冷房の効いた休憩室に移動させて、腋ド
等を氷姿で冷却するなど体熱をFげる処芭を取るべきであったとも考えられる。併せて、可
能であれば具体的な症状や体調不良の原因等（例えば、睡眠が十分であったか、朝、昼の食
事は摂取したか、水分はどのように補給したか、昼休憩はきちんと取っていたか等）につい
て木人等から聴取した上で状態観察を続け、状態が悪化傾向にあった場合には区療機湖に
連れて行く、状況によっては躊躇なく救急車を呼ぶなどの処世を行う必要があったが、一
コ ー チが初動に加わっていなかったため、最善の処世が行われたとは言い難い状態であっ
た。

熱中症についてより祖大視した1真重な対応を取るべきであったといえる。

3. 部内における大麻使用者の有無

(1) 2020年の大麻事件以降の大学の対応
2020年1月、ラグビ一 部貝が大麻所持で逮捕される事件が起き、その際には寮内の捜索

もされている。事件を受けて調査委貝会が設置されたが、部貝個人の資質の問題であり、部
自体には問題がないとの結論が山された。

このような事件があったことを受け、大学が警察官による薬物問超に関する研修会を実
施し、ラグビ一 部員も参加した。新型コロナウィルス感染症の緊急事態宣言が山るなどした
時期には研修会が実施されなかったが、昨年度は2回実施されている。

前監督は、競技スポ ー ツ部からのヒアリングで、学生が大麻を使用しているとの情報

があると聞いたが、信憑性は低いと思っているとの見解であった。2022年Jl月28日に競
技スポー ツ部がラグビ一部員に対して実施したアンケート「現任のラグビ一部について問
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ウ 学習スペース

各自のベッドには学習机となるように板が渡されており、福は広くても、奥行きがないc

自習ができるよう、 各階に「パソコンルー ムJがあるが（パソコンは古くなったため廃棄し

たとのことである）、机の数が10と少なく、奥行きがないため沓籍やパソコンを）上げるスペ
ースが限られ、 また、 校了ーも塚れているものがあった。

部活動だけではなく学業にも力を入れたいが、 勉強できる哀境が貧弱と意見を述べた学

生がいた。昨年度の競技スポー ツ部の部且へのアンケ ー トには、就職活動でのZoomを使え

る場所がない等と、 スペースのイサ足を述べる者があった。

食堂を開放して時問外使用をすることはできないのか尋ねたところ、 総監督は、学習

のために開放したとしても、遊ぶためのたまり場になってしまう危惧を述べていたが、

ヘッドコー チは検討にイ直するとの意見であった。

• . 

． 

勉強は各学部で行い、 寮は練習と食事、 睡眠のために用い るものと割り切り、集中して学 

ぶ態度を身につけさせることも非常に里要ではあるが（ 部長は、集中）］をつけ、 けじめ 

のある生活態度を獲得する手段としてこのように指導しているとのことである）、 寮に帰っ

てからも勉強したいという学生が現にいること、 休日に学習や読書等に専念できる場所が

ある力が良いこと、今後、新型コロナウィルス感染症の緊急事態宣言下のように登校困難の 

状況が起こらないとも限らないことを考えれば、 稲城寮内の個人の学習スペースが貧弱で 

あることは否めない。

ベッドの机は、 卦籍やノ ー ト、 PCを効呆的に世きづらそうであり、 多人数で生活する部 

屋なので、 同室者が騒げば、 落ち芹いて学習することは困難である。

上記のとおり、 パソコンルー ムの机と椅子の数は少なく、部貝数に対応していない。指溢

陣から、 パソコンルー ムで勉強している部貝をあまり見ない、 という且舌も出たが、使ってい 

ればFl立ことも利用しない理IIIとして考えられる。

工 私物の管理体制

遠征用ユニ フォ ー ム等の盗難及び転売については、 本報告吾において調査対象としてい 

ないが、盗難被害の問題は、学生の生活の安全に関わる問題であるため、 主に私物の管理体 

制という娯点から学生、 指導陣からのヒアリングを実施した。

指導陣からは、盗難被害について、洗濯機や乾燥機に洗濯物を置きっぱなしにしており、 

管理が悪いために、 ユニ フォ ー ムや部から配布されたシャツが無くなることがある、入浴に 

際してシャンプーなどの取り間違いがあるという話があったC

しかし、学生からのヒアリングで窃盗被害の経験について尋ねると、時期はかなり幅があ 

り、 昨年度以前の被害が多いが、

．卓上扇風機、 練習着、 靴、 革靴（退寮の際、 部屋に置いてあった物が盗まれたことに気付 

いた、 さらにPCを人れていた箱を漁った痕があった等）

・現金
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